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作業班の設置（案）について 

 

１ 目的 

本調査検討会の調査検討事項である、自営等 BWA の新たな運用形態と既存システムとの

周波数共用条件、自営等 BWA の高度利用導入に必要な技術的条件等を取りまとめるため、

本調査検討会設置要綱３（６）に基づき、本調査検討会の下に作業班を設置する。 

 

２ 作業班で扱う検討事項 

・ 自営等 BWAの新たな運用形態に関する利用ニーズの調査 

・ 自営等 BWAの利用環境に即した電波伝搬特性データの取得 

・ 新たな運用形態による既存システムへの影響検証 

・ 自営等 BWAの新たな運用形態と既存システムの周波数共用条件の検討 

・ 自営等 BWAの高度利用導入に必要な技術的条件等の取りまとめ 

 

［第１回会合］具体的な調査検討方針・項目の確認 

［第２回会合］上記事項に係る調査検討結果の確認 

⇒ 第２回調査検討会への中間報告 

［第３回会合］第２回調査検討会及び上記調査検討結果の確認 

⇒ 第３回調査検討会への最終報告 

 

３ 作業班の体制 

作業班の体制は調査検討会構成員及びその所属組織の中から選定し以下のとおりとする。 

なお、必要に応じ、これ以外の構成員からの参加を妨げない。 
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４ 作業班の運営 

（１）主査は作業班を主宰し、検討事項に係る審議取りまとめを行う。 

（２）作業班の運営事務局は（請負業者）が担い、審議スケジュール管理、開催案内その他

必要な事項の連絡を行う。 

（３）作業班の開催はメール又は webツールによるリモート形式によることを基本とする。 


